
8

★❶❷の申し込み、問い合わせ
男女共同参画課（☎22-8078）

性別にとらわれず、社会のあらゆる分野に女性も
男性も等しく参画し、家庭・地域・職場において
協力し、共に責任を担い、一人ひとりが個性と能
力を発揮し、家庭とその他の生活の活動が、両立
できる社会です。
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パタハラの実情きびし記事を読む
　　イクボス増えてと願ってやまず

男女共同参画社会とは編 集 後 記

【相 談 日】月曜日・水曜日
【相談時間】17：30～19：30
【相談電話】☎028-665-8724
※相談に関する秘密は厳守します。

参画
和歌

◆この広報紙は、市民ボランティアに依頼し編集しています。
◆今後の紙面づくりのために皆様のご意見をお寄せください。
◆この広報紙は市役所及び各公民館・男女共同参画課に置いてあります。

女性の生き方なんでも相談

女性のための心の相談

無料

無料

男性のための男性のための
相談
電話

「ハーモニーおやま」の編集にかかわって、やっと

３年になりました。今回の特集で改めて男女共同参画

の歴史に触れ、身の引き締まる思いがしました。まだ

まだ新参者ですが、これからも真摯な気持ちを忘れず

にやっていきたいです。

*パタハラ・・・パタニティハラスメント、育休を取れても不当解雇や降格、昇進
　　　　　　　の機会を奪われること
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男女共同
参画フェアを
開催します

男女共同
参画フェアを
開催します

女性の生き方や、悩み、家庭や仕事の
問題などについて、女性の弁護士が対応
する法律相談です。

（要予約）

【日時】毎月第4金曜日
 午前10時から12時（1人20分）

女性を対象にした、女性のカウンセラ
ーによる思春期、子育て、仕事、人間関
係に関する悩み、更年期、老年期の心の
健康に関する相談です。

（要予約）
【日時】毎月第4月曜日
 午後1時30分から4時15分
 （1人45分）

一人ひとりが、その能力と個性を十分認

め合い支え合うことができる、男女共同参

画社会の実現に向けて、見て、聞いて、楽

しむ男女共同参画フェアを開催します。

【日時】平成29年６月24日（土）

【会場】小山市立文化センター 小ホール

【内容】基調講演　他

　詳しい内容などは、日にちが近くなりましたら、

広報おやまなどでご案内いたします。


